
（３）令和６年度 認知度向上・取組の裾野拡大について 

 

令和５年度の３回目の認証取得を契機に、これまで以上に「セーフコミュニティ」を盛り上

げていきたいと考えております。 

 つきましては、多くの皆様にセーフコミュニティの取組を知っていただき、日常生活での

「けがや事故の予防」を実践していただくために、各対策委員会委員の皆様におかれましても、

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

１．くるめ「まちカメ」ボランティア事業（新規） 

  目  的：防犯カメラやドライブレコーダーを設置している市民が、まちの見守りに関わ

ることで、防犯や交通安全に対する意識の向上を図り、セーフコミュニティの裾

野拡大に繋げる。 

  開始時期：令和 6 年 7 月（予定） 

  登録用件：①市内で自宅や事業所等に防犯カメラを設置している 

       ②運転免許証とドライブレコーダーを所有しており、市内在住または通勤・通

学等で市内を利用する方 

  活動概要：①自宅や事業所等にステッカーを貼る 

       ②車にステッカーを貼り、市内を走行する 

 

２．SNS 

（１）セーフコミュニティ Instagram（新規） 

   セーフコミュニティに関するイベントや取組等、タイムリーな情報を発信 

（２）市公式 LINE 

   毎月 21 日に配信 

（３）市公式 YouTube 

   約 10 秒のショート動画を学生と協働で 10 本程度作成 

（４）オンラインクイズ（新規） 

   応募者の中から抽選でプレゼント 

 

３．セーフコミュニティ標語の募集 

  平成 28 年度から毎年募集しておりますセーフコミュニティ標語は、年々応募者数が増加

し、昨年度は、3,441 作品の応募がありました。今年度の標語募集の際も、チラシを委員の

皆様に送付しますので、所属団体内での周知・応募にご協力ください。応募者全員にプレゼ

ントがあります。  《応募期間：令和 6 年 6 月 1 日（土）～9 月 30 日（月）》  
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４．出前講座「けがや事故は予防できます～セーフコミュニティ～」 

申込いただければ、安全安心推進課の職員が出向いて無料でお話します。 

（5 名以上のグループ・団体） 

 

５．貴団体での啓発   

   

（１）のぼり旗の活用 

  今般、新しくのぼり旗を作成しました。イベントや研修会などでの使用、 

施設内での設置などでのご活用をお願いします。 

 

（２）会議や講座の際、動画やパワーポイント等を使用した PR 

数分お時間いただける場合は、使用する素材を提供します。プロジェクターやスクリーン

の貸出もできます。 

 

（３）イベント等での啓発物やチラシの配布 

   啓発物：SC 反射ストラップ、SC 日めくりカレンダー、SC クリアファイル、SC シール 

   ※SC ガチャの貸出もできます。 

 

（４）広報誌などに SC の記事を掲載 

   紙面の大きさや記載内容などご相談させていただき、 

情報を提供させていただきます。 

 

（５）啓発物などに SC ロゴを掲載 

    

 

６．セーフコミュニティ啓発強化月間   

  セーフコミュニティの国際認証を取得した月（H25.12.21、H30.12.8、R6.12.9）に因んで、

12 月にセーフコミュニティの啓発を強化。 

〈具体的な取組例〉 

  ・国道への横断幕の設置、市庁舎への懸垂幕の設置 

  ・街頭啓発の実施 

  ・のぼり旗等の掲示 

  ・セーフコミュニティピンバッジ・ネクタイの着用 

  ・ 

 


